
昭
和
五
十
九
年
五
月
二
十
二
日
受
領 
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弁
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四

号 
   

衆
議
院
議
員
和
田
貞
夫
君
提
出
ミ
ネ
ベ
ア
株
式
会
社
と
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
株
式
会
社
の
合
併
に
基
づ
く
労
使
紛

争
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
一
第
一
四
号 

昭
和
五
十
九
年
五
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
福 

永 

健 

司 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
和
田
貞
夫
君
提
出
ミ
ネ
ベ
ア
株
式
会
社
と
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
株
式
会
社
の
合
併
に
基 

づ
く
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(一 ) 

ミ
ネ
ベ
ア
株
式
会
社
（
以
下
「
ミ
ネ
ベ
ア
」
と
い
う
。
）
及
び
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
帝
国

ダ
イ
カ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
の
取
締
役
会
に
お
い
て
、
ミ

ネ
ベ
ア
が
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
を
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
に
吸
収
合
併
す
る
こ
と
並
び
に
合
併
後
松
原
工
場

を
閉
鎖
し
て
軽
井
沢
周
辺
地
域
へ
同
工
場
の
従
業
員
及
び
機
械
を
移
転
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
昭
和
五
十
八

年
十
一
月
二
十
二
日
、
そ
の
旨
の
発
表
を
行
う
と
と
も
に
、
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
は
、
従
業
員
に
対
す
る
説
明

を
行
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

(二 ) 

帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
は
、
合
併
発
表
以
降
、
同
社
の
従
業
員
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
総
評
全
国
金
属 



二
に
つ
い
て 

(三 ) 

昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
、
ミ
ネ
ベ
ア
は
、
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
を
吸
収
合
併
し
、
同
年
四
月
一
日
以
降
松

原
工
場
の
操
業
を
停
止
し
、
群
馬
県
松
井
田
町
に
新
工
場
を
建
設
す
る
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
。 

昭
和
五
十
九
年
三
月
十
二
日
、
支
部
か
ら
、
大
阪
府
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
、
ミ
ネ
ベ
ア
を
被
申
立
人

と
し
、
同
社
が
、
松
原
工
場
の
閉
鎖
等
に
関
連
し
て
不
利
益
取
扱
い
、
団
体
交
渉
の
拒
否
及
び
労
働
組
合
の
運 

労
働
組
合
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
支
部
（
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
合
併
の
趣
旨
及
び
合
併
後
松
原
工
場

は
閉
鎖
さ
れ
同
工
場
の
従
業
員
は
新
工
場
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
旨
説
明
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
九

年
一
月
七
日
に
は
、
松
原
工
場
の
閉
鎖
及
び
新
工
場
へ
の
従
業
員
の
移
転
に
伴
う
労
働
条
件
の
変
更
に
つ
い

て
の
同
社
の
考
え
方
を
提
示
し
た
が
、
現
在
ま
で
、
労
使
の
話
合
い
が
つ
か
ず
、
交
渉
が
続
い
て
い
る
と
聞

い
て
い
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

(三 ) 

ミ
ネ
ベ
ア
は
、
吸
収
合
併
し
た
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
に
係
る
事
業
の
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
に
は
、
生 

(二 ) 

ミ
ネ
ベ
ア
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
二
十
六
日
、
同
社
が
中
心
と
な
つ
て
株
式
会
社
エ
ヌ
・
エ
ム
・
ビ
ー

セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
を
設
立
す
る
と
の
発
表
を
行
い
、
同
社
は
、
同
年
五
月
十
五
日
、
設
立
さ
れ
た
と
聞
い

て
い
る
。 

(一 ) 

ミ
ネ
ベ
ア
が
筆
頭
株
主
と
な
つ
て
い
る
株
式
会
社
ア
ク
タ
ス
は
、
会
社
更
生
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
の
開

始
の
申
立
て
を
行
つ
た
株
式
会
社
大
沢
商
会
と
の
間
で
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
九
日
、
同
社
の
イ
ン
テ
リ
ア

用
品
部
門
の
資
産
を
買
い
取
り
そ
の
業
務
を
引
き
継
く
こ
と
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
、
同
月
二
十
六
日
、
同

社
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
か
ら
営
業
譲
渡
に
関
す
る
許
可
を
得
た
と
聞
い
て
い
る
。 

営
に
対
す
る
支
配
介
入
を
行
つ
た
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
、
同
地
方

労
働
委
員
会
に
お
い
て
審
問
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



 

六 

産
の
合
理
化
等
が
必
要
で
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
き
、
松
原
工
場
を
閉
鎖
し
、
新
工
場
に
お
い
て
生
産
活
動

を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
と
聞
い
て
お
り
、
労
使
双
方
が
、
十
分
な
意
見
交
換
及
び
意
思
の
疎
通
を
図
り
、

本
件
が
円
満
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

本
件
に
つ
い
て
は
、
労
使
双
方
の
話
合
い
に
よ
つ
て
紛
争
の
円
満
な
解
決
の
た
め
の
方
途
が
見
い
だ
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
関
係
省
庁
及
び
関
係
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
取
り
つ
つ
、
な
お
事
態
の
推
移

を
見
守
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




